
議案第５号 

 

   愛西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

等を定める条例の制定について 

 

 愛西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２７年２月２６日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章      

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２５年法律第４４号）

の施行に伴い、新たに条例を制定する必要があるからである。 

 

  



愛西市条例第５号    

 

愛西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

等を定める条例  

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第５９条第１項第１号、法第１１５条の２２第２項第１号並びに

法第１１５条の２４第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防支援

事業者（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）

の指定に関する基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準について定めるものとする。  

（指定介護予防支援事業の申請者の資格）  

第２条 法１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、法人である者

とする。 

（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準）  

第３条 法第５９条第１項第１号並びに法第１１５条の２４第１項及び第２

項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３７号）に定めるとおりとする。  

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が定める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  


